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参加者全員で記念撮影。笑顔いっぱい！

４
月
２
日
、
ア
イ
リ
ス
愛
知
に
お
い
て
、
平
成

26
年
度
新
規
採
用
者
（
医
療
職
関
係
）
を
対
象
に
、

県
職
連
合
フ
レ
ッ
シ
ュ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し

た
。
当
日
は
約
１
０
０
名
の
新
人
看
護
士
等
が
参

加
し
、
病
院
組
合
の
分
会
委
員
か
ら
職
場
の
話
し

を
聞
い
た
り
、
青
年
部
が
行
っ
た
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム

等
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

キ
ャ
ー

も
う
少
し
で

ビ
ン
ゴ
！

先
輩
の
話
し
は
、
こ
れ
か
ら

役
に
立
つ
こ
と
ば
か
り
で
す

（
就
職
し
た
理
由
は
）

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に

来
て
ス
タ
ッ
フ
が
皆
一

生
懸
命
だ
っ
た

・
ず
っ
と
続
け
れ
そ
う
と

思
っ
た

・
患
者
さ
ん
と
看
護
師
の

関
係
が
良
か
っ
た

・
公
務
員
だ
か
ら

（
魅
力
の
あ
る
病
院
は
）

・
き
ち
ん
と
指
導
し
て
く

れ
る
シ
ス
テ
ム
の
あ
る

所
・
人
間
関
係
が
良
い

休
み
（
連
休
が
取
れ
る
）

わ
〜
い
♡

景

品

ゲ

ッ

ト

し

ち

ゃ

い
ま
し
た
！
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《問５》満年齢

大幅に増えた

17.5%

若干増えた

45.3%

変わらない
29.6%

若干減った
4.4%

大幅に減った

1.1% 不明・無回答

2.1%

《問10》一年前と比べた仕事量の変化
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《問12》前月の時間外労働
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日
本
医
療
労
働
組
合
連
合
会
（
医
労
連
）
が

昨
年
９
月
〜
10
月
に
、
看
護
職
員
の
労
働
や
健

康
の
状
態
を
把
握
し
、
そ
の
改
善
の
た
め
に
役

立
て
る
こ
と
を
目
的
に
、
「
２
０
１
３
年
看
護

職
員
の
労
働
実
態
調
査
」
を
実
施
し
、
組
合
員

の
方
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
号
か
ら
そ
の
集
計
結
果
を
掲
載
し
て
い
き

ま
す
。



職員の生活を守り、労働環境を改善するための2014春闘要求書に対する回答 
 

要       求 回       答 

 
１ 信頼ある労使関係を保つため、十分な交渉期間を保障し、労使

合意を基本とすること。 

 

２ 新たな人事評価制度の試行について、職員に理解と納得ができ

る説明、組合との合意に基づき実施すること。 

 

３ 職員のやりがい・働きがいを持てる労働条件・職場環境に充実

に努めること。 

 

４ 給与制度の総合的な見直しについて、組合と十分協議するこ

と。 

 

５ 高齢層職員の雇用施策について、定年延長も視野に、柔軟な働

き方の選択や生活ができる給与水準の確保、定数の取り扱いな

ど、組合と十分な協議をすること。 

 

 
１ 今後とも職員組合との信頼関係を大切にしながら、誠意をもって

よく話し合っていきたい。 
 
２ 新たな人事評価制度の実施については、職員組合とよく話し合い

ながら進めていきたい。 
 
３ 労働条件・職場環境については、社会一般の情勢に適応したもの

となるよう、職員組合とよく話し合っていきたい。 
 
４ 給与制度の総合的見直しについては、今後の知事部局の検討状況

を注視し、見直しの際には、職員組合と適宜話し合っていきたい。 
 
５ 高齢層職員の雇用施策については、今後の知事部局の検討状況を

注視し、見直しの際には、職員組合と適宜話し合っていきたい。 
 

 

年
度
末
の
３
月
28
日
、

病
院
事
業
庁
と
「
２
０
１

４
春
闘
回
答
」
「
家
族
休

暇
（
夏
季
休
暇
）
の
取
得

期
間
の
延
長
」
「
特
殊
勤

務
手
当
の
見
直
し
」
「
新

た
な
人
事
評
価
制
度
の
導

入
」
に
つ
い
て
、
交
渉
を

行
な
い
ま
し
た
。

２
０
１
４
春
闘
回
答

病
院
事
業
庁
は
、
今
後

予
想
さ
れ
る
「
給
与
制
度

の
総
合
的
見
直
し
」
な
ど

の
提
示
等
に
つ
い
て
は
、

県
と
い
う
組
織
の
中
に
い

る
た
め
病
院
事
業
庁
独
自

の
提
示
が
で
き
な
い
。

人
事
課
の
提
示
内
容
を

病
院
組
合
に
伝
え
て
い
る
。

「
現
給
保
障
の
廃
止
」
に

つ
い
て
も
病
院
事
業
庁
と

し
て
人
事
課
の
提
示
内
容

は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
人
事
課
と
県

職
の
交
渉
が
終
了
し
て
か

ら
の
提
示
と
な
っ
て
し
ま

い
申
し
訳
な
か
っ
た
。

今
後
は
人
事
委
員
会
勧

告
な
ど
も
あ
り
、
組
合
と

の
信
頼
関
係
を
も
っ
て
話

し
合
っ
て
い
き
た
い
。

家
族
休
暇
（
夏
季
休
暇
）

の
取
得
期
間
の
延
長

病
院
事
業
庁
は
、
所
属

か
ら
現
在
の
「
夏
季
」
の

期
間
で
は
「
夏
季
休
暇
」

を
す
べ
て
取
得
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
、
期
間
を
「
６
月
１

日
〜
10
月
31
日
」
と
す
る

提
示
が
さ
れ
ま
し
た
。

組
合
は
小
児
セ
ン
タ
ー

の
よ
う
に
「
夏
季
」
に
患

者
が
増
え
、
期
間
内
で
は

取
得
が
困
難
と
な
る
場
合

は
、
期
間
の
延
長
を
了
承

し
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
、
看
護
師
の
欠

員
が
多
い
た
め
に
取
得
し

に
く
い
状
況
で
す
。
安
易

に
期
間
延
長
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ま
で
は
３
ヶ
月
半
で

取
得
で
き
た
期
間
が
、
5

か
月
で
取
得
す
る
よ
う
に

指
示
が
さ
れ
、
年
次
休
暇

が
ま
す
ま
す
取
得
で
き
な

く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

組
合
は
年
次
休
暇
の
取

得
日
数
の
増
（
１
年
間
、

10
日
）
を
同
時
に
進
め
る

な
ら
ば
、
「
原
則
、
9
月

30
日
ま
で
と
す
る
、
ど
う

し
て
も
取
得
で
き
な
い
職

員
に
限
り
10
月
末
ま
で
」

と
す
る
こ
と
で
了
承
し
ま

し
た
。

特
殊
勤
務
手
当
の
見
直

し
病
院
事
業
庁
は
「
自
宅

待
機
を
依
頼
さ
れ
た
職
員

が
呼
び
出
し
を
受
け
、
正

規
の
勤
務
時
間
以
外
に
1

時
間
以
上
救
急
医
療
等
の

業
務
従
事
し
た
場
合
に
手

当
を
支
給
」
す
る
提
示
が

さ
れ
ま
し
た
。

組
合
は
緊
急
の
呼
び
出

し
に
よ
り
、
自
宅
待
機
を

命
じ
ら
れ
、
呼
び
出
し
を

受
け
た
場
合
も
支
給
す
る

こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
が
、

「
国
の
手
当
支
給
は
救
急
」

で
あ
る
た
め
緊
急
を
認
め

ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
も
支
給
対
象
の
拡

大
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

2014年４月11日

課長補佐級以下職員の人事評価の流れ（イメージ）

役割達成度評価 能力発揮度評価

目標設定面談

班長等 本人

評 価 面 談
班長等 本人

フ ィ ー ド バ ッ ク 面 談

所属長等 本人

役 割 明 示
班長等 本人

評 価 面 談

班長等 本人

第１次評価 班長等

第２次評価 所属長等

評価項目確認

目標の確認

人
材
育
成
に
重
点
を
置
い
た
面
談
を
実
施

中 間 面 談
班長等 本人

第１次評価 班長等

第２次評価 所属長等

課長補佐級以下職員の人事評価制度の仕組み

勤務評定

勤務評定

（能力評価）

昇給・勤勉手当

人事評価制度

能力発揮度評価

（能力評価）

昇給 勤勉手当

役割達成度評価

（業績評価）

＊がんばって成果をあげた職員を処

遇するとともに、職務能力や勤務実績

など評価結果が著しく低い職員には分

限制度の一層厳正な運用を図る。

効果的な

人材育成

面談における助言や指導、

評価結果に基づく「気付

き」を通じて、職員の士

気を高め、職員の能力開

発やスキルアップの向上

に繋げる。

新たな人事評価制度の特徴

（能力評価）

被評価者を６区分（行政職、

研究職、医療職など）にして

よりきめ細かく評価

（業績評価）

通常業務をややレベルアップ

した役割を目標化

⇒プロセス（がんばり度）を

評価

チャレンジ目標の設定

【廃 止】 【新たな人事評価制度】

新
た
な
人
事
評
価
制
度

に
つ
い
て

病
院
事
業
庁
は
、
昨
年

度
、
課
長
補
佐
級
以
下
の

職
員
に
「
役
割
達
成
度
評

価
」
を
試
行
し
た
こ
と
に

よ
り
、
平
成
26
年
度
か
ら

「
勤
務
評
定
制
度
」
を
廃

止
し
て
「
能
力
発
揮
度
評

価
」
「
役
割
達
成
度
評
価
」

に
よ
る
、
人
事
評
価
制
度

と
す
る
提
示
が
さ
れ
ま
し

た
。組

合
は
、
現
在
行
わ
れ

て
い
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
」
は
多
く
の
問
題
が
あ

り
、
毎
年
改
善
を
要
求
し

て
き
ま
し
た
。

昨
年
度
の
試
行
で
「
役

割
達
成
シ
ー
ト
」
と
「
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
を
使

い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
面
談

を
さ
れ
た
職
員
か
ら
は
、

こ
れ
ま
で
の
口
頭
説
明
よ

り
「
理
解
し
や
す
い
」
と

の
意
見
が
あ
り
ま
す
。

平
成
26
年
度
か
ら
「
能

力
発
揮
度
評
価
」
「
役
割

達
成
度
評
価
」
に
よ
る
人

事
評
価
制
度
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
給
与
へ
の

反
映
は
「
能
力
発
揮
度
評

価
」
の
評
価
結
果
が
「
昇

給
」
と
「
勤
勉
手
当
」
に

反
映
さ
れ
ま
す
。
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４
月
〜
６
月

11
月

２
月

→

３
月

⇄

⇄

⇄

⇄

⇄

（ 新任あいさつ）

▼病院事業次長 糟谷 寛和

▼経営課長 箕浦 利弥

▼管理課主幹 水野 義浩

（ 退任あいさつ）

▼病院事業次長 樋口 光男

▼健康担当局次長 近藤 則和

組 合 来 訪

人事評価制度とは

年功序列にとらわれない「発揮した能力」と「成

し遂げた業績」の双方を適正に評価し、その結果を

フィードバックすることにより本人の「気付き」を

促し、能力向上（人材育成）を図る。

能力発揮度評価

職務上求められる行動を明示し、その

行動をどのくらい取ることができたか

役割達成度評価

職員の役割を目標化し、どこまで達成
できたか

人事評価は管理監督者にとって最も重要な
担当業務であり、努めである。（「新たな

人事評価制度の概要」人事課資料より)

人事評価制度につい

て、不明なことがあ

れば組合まで！

☎ 052-954-6881


